
令和４年度第２回輸送最低賃金専門部会（議事要旨） 

 

１ 日 時  令和４年10月３日（月） 13時58分～14時13分 

 

２ 場 所  山口地方合同庁舎２号館５階会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員   ３名 

       労働者代表委員  ３名 

       使用者代表委員  ３名 

 

４ 議 題  

（１）金額審議について 

（２）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）事務局から資料説明を行った。 

（２）労働者側から以下のとおり主張がされた。 

・今後、優秀な人材確保をしていくための観点として、他県より賃金が高い

ことは有利になる。その点からみると山口県の順位が上がってきたものの、

近隣県の水準を横にらみし、優位性のある金額水準を維持し、改善する必

要がある。 

・今回のＣランクの地域別最低賃金では30円から31円引き上がった。また、

輸送特定最低賃金Ｃランク中位の水準を維持し、近隣県との格差を是正し

ていくためにも、今年度の引上げ額は山口県最低賃金の31円にプラスアル

ファが必要である。 

・産業の優位性を確保するために引き続き、山口県輸送特定最低賃金と山口

県最低賃金との比率の維持にこだわるとともに、近隣県との格差改善とい

う観点を踏まえ、具体的な要求金額は山口県最低賃金888円に昨年の山口県

輸送特定最低賃金に対する山口県最低賃金の比率1.125を乗じた999円を要

求したいところである。 

・しかしながら、個別労使の交渉の結果として締結された企業内最低賃金は

より尊重されるべきであり、山口県輸送企業内最低賃金協定の985円水準よ



り、賃金引上げ幅20円の985円の引上げを要求する。 

（３）使用者側から以下のとおり主張がされた。 

・自動車業界は、供給制約の長期化により前年比微減であり、2022年国内生

産は前年比横ばいとなるなど、低水準で継続している。 

・未満率の近年の増加傾向や、新型コロナウイルス感染症の長期化、原材料

等価格の高騰、急激な円安状態の継続など様々な原因で、経営体力が低下

し、最低賃金の引上げに対応しきれていない企業が増えている現状を考え、

賃金額については、現状維持が妥当である。 

（４）事務局から、今後の審議日程について説明を行った。 

 

（注）輸送最低賃金専門部会の正式名称は「山口地方最低賃金審議会 山口県

輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会」である。 



令和４年度 

第２回 山口県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 

   

                   令和４年10月３日(月)14時00分から 

山口地方合同庁舎２号館５階会議室 

 

 

 

議   題 

 

 

１ 金額審議について 

 

 

２ その他 

 

 

 

 

 



資    料 

 

１ 都道府県別輸送の特定最低賃金 

 



現行額 令和４年度引上げ額
令和３年度
の引上額

発効日 令和４年度 引上げ額

北海道 C 917 +28 R3.12.10 920 31
秋田 D 907 938 31 +30 R3.12.24 853 31
山形 D 888 +27 R3.12.25 854 32
福島 D 890 +20 R4.1.13 858 30
栃木 B 947 +27 R3.12.31 913 31
群馬 C 935 +25 R3.12.29 895 30
埼玉 A 990 1013 23 +24 R3.12.1 987 31
東京 A 838 埋没 H24.2.18 1,072 31
神奈川 A 855 埋没 H25.3.1 1,071 31
富山 B 934 +22 R3.12.24 908 31
石川 C 946 +24 R3.12.31 891 30
山梨 B 938 +19 R3.12.11 898 32
岐阜 C 951 +19 R3.12.21 910 30 自動車

岐阜 C 971 0 R3.12.21 910 30 航空機

静岡 B 970 +19 R3.12.20 944 31
愛知 A 976 +19 R3.12.16 986 31
三重 B 962 +20 R3.12.21 933 31
滋賀 B 957 +21 R3.12.30 927 31
京都 B 968 +21 R4.1.26 968 31
大阪 A 998 +28 R3.12.1 1,023 31 自動車

兵庫 B 1002 1034 32 +24 R3.12.1 960 32
島根 D 919 +32 R3.12.29 857 33
岡山 C 936 +15 R4.1.5 892 30 自動車

岡山 C 980 +26 R4.1.8 892 30 船舶

広島 B 938 +23 R3.12.31 930 31 自動車

広島 B 977 +20 R3.12.31 930 31 船舶

山口 C 965 +28 R3.12.15 888 31
香川 C 980 +24 R3.12.15 878 30 船舶

愛媛 D 962 +24 R3.12.25 853 32 同上

福岡 C 957 +13 R4.1.7 900 30
長崎 D 875 必要性なし 必要性なし R1.11.29 853 32 船舶

熊本 D 902 +14 R3.12.15 853 32
大分 D 894 +16 R3.12.25 854 32

都道府県別輸送の特定最低賃金

その他都道府県 ランク
地域別最低賃金特定最低賃金


